
広報あやべ お知らせ版10月号
市役所 電話0773(42)3280、ファクス0773(42)4406

★申請が可能な人★
◎申請者本人が必ず市役所に来庁できること。
◎綾部市に住民登録があること。
◎申請後１～２か月以内に市外への転出予定がないこと。
◎マイナンバーカードを初めて申請すること。
◎以下の持ち物（コピー不可）を当日持参できること。

市役所でマイナンバーカードを申請
しませんか？

・通知カード
・住民基本台帳カード
　(お持ちの人のみ)
・本人確認書類
　(➡右記のＡ2点、
 　Ａ1点とＢ1点、
 　Ｂ2点のいずれか)

✿持ちもの✿

無料で写真撮影します!

本人確認書類 A
運転免許証/運転経歴証明書
住民基本台帳カード（写真付）
パスポート/障害者手帳　など

本人確認書類 B
健康保険証/介護保険証/
年金手帳/年金証書/学生証
医療受給者証　など

＜問い合わせ＞市民・国保課　電話(42)2900

綾部市のまちづくりにも採用されている「世界の目標
SDGs」をカードゲームでわかりやすく、楽しく体験しよう！

世界連邦推進綾部市小・中学生
ポスター・作文コンクール表彰式

＜主催＞綾部市・綾部国際交流協会
　　　　京都府国際センター
＜申し込み・問い合わせ＞企画政策課　電話(42)4217

　　　　　　　　　　　　　　地球市民の集い

カードゲームで ＳＤＧｓ 
を楽しく体験！

11/１４（日）

１３：３０～

Ｉ・Ｔビル

開催日

場　所

（対象：小学5年生以上）

カードゲームでSDGsを楽しく体験！

＜主催＞地球市民の集い実行委員会
＜問い合わせ＞ 綾部市市民憲章推進協議会事務局
　市民協働課 電話(42)4248

１４：００～１６：３０

申込
方法

【先着】定員　　　人４５

参加者
募集!

　　　11月21日(日)  午後1時30分～3時30分

日本人住民向け

やさしい日本語

日本語で国際交流　

外国人住民向け

役立つアプリと防災用語

災害時の始めの行動　　 

綾部市で起こるかもしれない災害
みんなでハザードマップを見てみよう

日時

多文化防災セミナー

ものづくり交流館（青野町）場所

外国人の皆さん、日本人の皆さん、
一緒に楽しく防災のことを学びましょう

参加
申込方法

11月12日(金)までに右のQRコード
か電話で申し込み（先着各30人）

やさしい

右のQRコードかファクスに氏名／
住所／電話番号、「地球市民」と
記載し10月29日(金)までに申し込み

一人芝居「ひかり」
〇講師 福永宅司さん
　　（みんなの学び館理事長）
    （子どもの学び館代表取締役）
〇日時 11月20日(土)
　　　　午後１時30分～
〇場所 中丹文化会館(里町)
〇内容 主人公のさまざまな出会いを通して、部落
　　　 差別をはじめ一切の差別をなくしていく取
　　　 り組みの進展と後退についてとらえ、差別
　　　 を解消していく「ひかり」について考える
　　　 物語。
□主催：綾部市人権教育推進連絡協議会
　後援：綾部市・綾部市教育委員会
＜問い合わせ＞綾部市人権教育推進連絡協議会事務局
　社会教育課  電話(42)4326　ファクス(43)0991

                        全綾部市人権教育研究集会全綾部市人権教育研究集会
                                                                                                                                                                                                                                                          

  
令和４年第７１回 綾部市成人式
日時　令和４年１月９日(日)
　　　午後１時開式　正午受付開始

対象　平成13年４月２日から
　　　平成14年４月１日までに生まれた人

会場　中丹文化会館（里町）

内容　市長式辞、二十歳のメッセージ等
※事前申し込みは不要です。

※対象者に11月中旬に案内を送ります。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として

　来場者を制限します。

　　　　　　＜問い合わせ＞社会教育課　

　　　　　　　電話(42)4326　ファクス(43)0991

合同



広報あやべ お知らせ版10月号 市役所 電　　話 0773(42)3280
ファクス 0773(42)4406

使用者も労働者も必ずチェック、最低賃金！！

◆最低賃金制度とは？
　京都府最低賃金（地域別最低賃金）は、セーフティ
ネットとして、京都府内のすべての使用者と労働者に
適用されます。
　パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇
用形態の別なく適用されます。
　なお、特定の産業については、京都府最低賃金より
高い金額で、特定（産業別）最低賃金が定められてい
る場合があります。京都労働局ホームページでご確認
ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/

＜問い合わせ＞
　京都労働局　労働基準部　賃金室
　電話075(241)3215

あやべ月次支援金（７～９月）
  市は、国の「月次支援金」の支給要件（月間事業収
入の減少率50％以上）に満たなかった月のある事業者
に支援金を給付します。
▶主な要件
・市内に主たる事業所がある
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による飲食店
　等の休業・時短要請や不要不急の外出・移動の自粛
　の影響を受けた
・2021年７月から９月までの間で、申請の対象にしよ
　うとする月の月間事業収入が、2019年または2020年
　の同月比30％以上50％未満の減少をしている
　※他にも要件があります。
　※府の休業・時短協力金の対象者は本支援金の対象
　　となりません。
▶申請期限　11月30日(火)
▶詳しくは市ホームページをご覧ください。

＜問い合わせ・申し込み＞
　商工労政課　      電話(42)4263
　綾部商工会議所　電話(42)0701

綾部市感染防止対策認証制度推進奨励金
京都府の認証を受けた飲食店に奨励金を交付

　市は、積極的に感染防止対策に取り組み、京都府
の新型コロナウイルス感染防止対策認証制度による
認証を受けた事業者に奨励金を交付します。
　飲食店を営業する人と利用する人の双方にとって
安全・安心な環境づくりを進めましょう。

▶対　  象　京都府の認証を受けた事業者
▶交 付 額　市内の認証飲食店１か所当たり10万円
▶申請期限　令和４年３月31日(木)
▶詳しくは市ホームページをご覧ください。

  府の認証制度（同制度事務局:電話075-284-0182）
　・食品衛生法上の飲食店・喫茶店で客席を有する
　・京都府の定める感染防止対策（38項目）を行う
　・京都府による訪問調査を受ける　などの要件有
　※認証の申込用紙は京都府ホームページのほか、
　　市商工労政課の窓口にもあります。

＜問い合わせ・申し込み＞
　商工労政課　電話(42)4263

見直そう！農業機械作業の安全対策
～秋の農作業安全確認運動期間～

＜秋の重点呼びかけ事項＞
・機体が大きいコンバインやトラクターの運転では、
　死角などにも十分に注意して運転しましょう。
・農作業機械の点検・整備のときは必ずエンジンを　 
  停止しましょう。
・後退時は後方確認を徹底し、転倒や巻き込まれに
　よる事故を防ぎましょう。
・ほ場の出入りや段差を十分注意して、転落・転倒　 
  による事故を防ぎましょう。

　農林作業をする皆さん、万一の事故に備えて

農林業労働者災害共済に加入しましょう！

【対象】農林作業をする綾部市民（満15歳以上）
【会費】１世帯1,500円（年額、住民票の世帯ごと）
　　農家・林業者以外でも、農地や森林の地域保全
　　活動をする人が加入できます。

＜問い合わせ＞　農政課　電話(42)4266

みんなでおトクな再エネ電気に切り替えませんか？

　

　府では、住宅・商店・小規模オフィスを対象に、
エコな電気を購入しやすくなる「EE電（いいでん）」
キャンペーンを実施しています。
　この機会に、みんなで100％再エネ電気に切り替え
ませんか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちら

＜問い合わせ＞
　京都ＥＥ電（いいでん）事務局
　電話：0120-457-200
　ＨＰ：https://group-buy.jp/energy/kyoto/home

京都府最低賃金は令和３年10月１日から

時間額　９３７円（28円引き上げ）

令和３年度人権を考えるセミナー

激変する社会と差別撤廃にむけた課題
     ーネット暴発する人権侵害をふまえてー

◆講師 北口末広さん
（近畿大学人権問題研究所主任教授）
◆日時 12月２日(木)午後６時30分～
◆場所 中丹文化会館（里町）

※保育ルーム・要約筆記などを希望する人は、２週間
　前までに電話かファクスでお申し込みください。

■送迎バスの運行
　綾部駅南口（18:00）→府綾部総合庁舎前（18:05）
　→中央公民館（18:15）
■主催：綾部市教育委員会
　共催：綾部市人権教育推進連絡協議会

＜問い合わせ＞
　社会教育課 電話(42)4326  ファクス(43)0991

あやバスに乗車する際は、時刻表の時間より２～３分程度余裕をもってバス停の前でお待ちいただくよう
ご協力をお願いします。　　～乗って育てる　がんばれあやバス～　　　　　　　　　　　　　　　　　

https://jsite.mhlw.go.jp/kyoto-roudoukyoku/
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人権福祉センター栗文化センター
パソコン講座　受講生募集

　多くの人がパソコンを活用できるよう、また参加
者の交流を図るため、パソコン講座を開催します。
日常生活に役立つ表作成やデータ整理などを学んで
みませんか。

◆エクセル実践編コース（全６日）

日　　程：11月30日(火)、12月3日(金)、13日(月)
　　　　　　　14日(火)、17日(金)、20日(月)
時　　間：午後７時～９時(夜のみ)
申込期限：11月16日(火)
受 講 料：1,000円(テキスト代別途必要)
場　　所：栗文化センター(栗町)
定　　員：15人　※申込多数の場合は抽選

＜問い合わせ＞
　栗文化センター　電話・ファクス(48)0311

自分の言葉や行動が人を傷つけていないか、差別や偏見につながっていないか、「自分のこと」として考えてみることが大切です。
コロナを恐れて、過剰な反応になっていませんか？

令和３年度　男女共同参画を考える講座

あいアカデミー基礎講座
第２講座

日時　11月20日(土)午後２時～４時
場所　Ｉ・Ｔビル（西町一丁目）
演題　性の多様性から「じぶん」について考える
　　　～誰もが排除されない社会を目指して
　　　　子どもたちとの出会いから見えてきたこと～
講師　にじいろｉ-Ｒｕ（アイル）
申込期限　11月12日(金)午後５時
　　　　　※保育ルーム・要約筆記は11月５日(金)

※緊急事態宣言の発令に伴い延期とした、９月25日
　に開催予定だった講座です

＜申し込み・問い合わせ＞
　あいセンター　電話(42)2030、ファクス(42)1801
　メール　jinkensuisin@city.ayabe.lg.jp
　　　

あいアカデミー地域講座・豊里地区福祉講演会

令和３年度 男女共同参画を考える講座

男女共同参画社会の実現に向けて
～女流落語家奮闘記～

日　時　11月27日(土)午後１時30分～

場　所　豊里コミュニティセンター

　　　　　（豊里公民館／栗町）

講　師　桂三扇さん（落語家）　

定　員　先着40人

申込期限　11月19日(金)

※保育ルーム、要約筆記は11月12日(金)

＜主催＞綾部市・豊里地区福祉推進協議会

＜申し込み・問い合わせ＞
　あいセンター電話(42)2030、ファクス(42)1801
　豊里公民館　電話(47)0150　
　
　 

日　時　12月４日(土)午後1時30分～３時30分
場　所　Ｉ・Ｔビル（西町一丁目）
申込み　電話かメール、ファクスで氏名、連絡先等を
　　　　あいセンターへ
　　　　※保育・手話通訳・要約筆記を希望する場合
　　　　　は、11月17日(水)までに申し込み必要

＜申し込み・問い合わせ＞
　あいセンター　電話(42)2030、ファクス(42)1801
　メール　jinkensuisin@city.ayabe.lg.jp

令和３年度ドメスティック・バイオレンス対策事業
「ＤＶ防止啓発講座」

ＤＶの二次被害と子どもへの影響

　ＤＶは暴力を受けた人だけでなく、
目撃した子どもの行動・感情・価値観
などにも影響を及ぼします。子どもが
安心して成長できる社会について、考
えてみませんか？

あやべ球場
ネーミングライツパートナー募集！

　市は、企業等の広告と地域貢献の機会の拡大、施設
の魅力向上、市の財政の健全化を図ることを目的に
ネーミングライツパートナーを募集します。

  対　象　施　設　綾部市総合運動公園あやべ球場
                 　　　（綾部市上杉町大宝山10番地）

  募　集　期　間   10月18日(月)～11月17日(水)

  ネーミングライツ料　  年額200万円以上

  付　与　期　間　 愛称使用開始から5年間
　　
　　※その他詳細は、募集要項をご覧ください。

＜申し込み・問い合わせ＞
　文化・スポーツ振興課
　電　話　(42)4356　
　メール　bunkasports@city.ayabe.lg.jp

京都弁護士会　綾部法律相談センター

  京都弁護士会は、法律問題で困りごとがある人
のために法律相談を実施します。気軽にご相談く
ださい。

日　時　11月４日、11日、25日(木)
　　　　午後１時～４時20分
場　所　市民ホール（宮代町）　　　　
費　用　40分　5,500円（税込）　　　
予　約　相談日の前日までに下記の連絡先へお問
        い合わせください。

　※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
    電話相談に切り替える場合がありますので、
    ご了承ください。

＜申し込み・問い合わせ＞
　丹後法律相談センター　電話0772(68)3080
　※受付時間　午前9時15分～午後4時30分
  （土・日曜日、祝日除く）



あやちゃん健康だより

 

接種日に６５ ①接種日に満６５歳以上の綾部市民 

②６０歳以上６５歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能低下により一定の障害を有する人（身体障害者手帳か医師の診断書が必要） 
※インフルエンザワクチンの接種前後に新型コロナワクチンを接種する場合は、２週間以上

間隔を空けてください。（他ワクチンを接種の場合も一定期間の間隔を空ける必要がありま
す。ご注意ください。） 

（流行時期に間 １０月１8 日（月）～令和４年１月３１（月） 

 

 

★ 市 外 の 医 療 機関で 接 種 を 希 望 す る 人は 、 事前に 保健福祉セ ン タ ー で 手続き が必 要 で す 。 

 

ただし、下記に該当する人は無料になります。事前の申請が必要です。 

 

 

 

令和３年度の高齢者インフルエンザ予防接種料免除のため、接種希望者及びその世帯員の課税状況について、市保健推進課が 
課税台帳を閲覧することに同意します。以上の内容については、接種希望者及びその世帯員の承諾を得ています。 

綾 部 市 長  様                           令和    年    月    日  

 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 

綾 部 市 立 病 院 ４ ３ － ０ １ ２ ３ 綾 部 ル ネ ス 病 院 ４ ２－８６０ １ 京 都 協 立 病 院 ４ ２ － ０ ４ ４ ０ 

あやべ協立診療所 ４ ２ － ３ ６ ８ ４ 大 久 保 医 院 ４ ２－１１９ ０ 米谷 外科整形 外科 ４ ２ － ０ １ ２ ７ 

米 谷 医 院 

口 上 林 診 療 所 
４ ６ － ０ ２ １ ２ 白 波 瀬 医 院 ４ ３－０１７ ７ 

志 賀 整 形 外 科 

ク リ ニ ッ ク 
４ ０ － ２ １ ８ ８ 

中島整形外科医院 ４ ２ － ７ ６ ６ ７ 西 村 医 院 ４ ７－０３２ １ 野間医院八田診療所 ４ ４ － ０ ０ ０ １ 

畑 内 科 医 院 ４ ３ － ２ ３ ３ ４ 安村外科内科診療所 ４ ０－２２１ ０ 柳川 整形外科 医院 ４ ３ － １ １ ６ ２ 

山下整形外科医院 ４ ０ － ２ ５ ８ ８ 
由良産婦人科小児科 

医 院 
４ ２－２５２ ８ 横 山 医 院 ４ ２ － １ ０ ７ ３ 

綾部市志賀郷診療所 ４ ９ － ０ ２ １ ０ 綾部市奥上林診療所 ５５－０００５ 綾部市中上林診療所 ５ ４ － ０ ０ １ ８ 

免除対象者 

及び 

申請方法 

（１）市民税非課税世帯の人（本人を含む世帯員全員が非課税である世帯） 

『自己負担金免除申請書』に必要事項を記入、捺印の上、保健福祉センターもしくは上林いきいきセ

ンターへ持参してください。郵送の場合、宛先記入済みの封筒（８４円切手を貼付したもの）を同封

し、保健推進課に提出してください。ただし、令和３年１月２日以降の転入者は、課税情報が綾部市

にないため、令和３年１月１日時点で居住していた市町村が発行する世帯全員の非課税を証明するも

のを持参してください。もしくは、地方税関係情報閲覧同意書の提出により課税情報を確認すること

ができます。（同意書は保健福祉センター窓口かホームページにあります。） 

（２）生活保護世帯の人：社会福祉課に申請してください。 

 接 

申種 

請希

者望 

・者 

住所 
綾部市 

（電話              ） 

氏名       ㊞ 
生年 
月日 

明 
大   年   月   日 
昭  （満     歳） 

接種予定 

医療機関 
 

氏名  
生年 
月日 

明 
大   年   月   日 
昭  （満     歳） 

接種予定 

医療機関 
 

来所者が接種希望者と異なる場合はこちらの記入をお願いします。 

代 理 人 
（来 所 者） 

住 所 
 
（電話             ） 

氏 名 
 接種希望者 

と の 関 係 

家 族（          ） 

その他（        ） 

対 象 者 

接種期間  

令和３年度綾部市高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ 

料 金 

自 己 負 担 金 免 除 申 請 書 

問い合わせ 綾部市福祉保健部保健推進課 〒６２３－００１１  綾部市青野町東馬場下１５番地の６  

            電 話：０７７３－４２－０１１１  ＦＡＸ：０７７３－４２－５４８８ 

  

 

自己負担額 １，５００円（接種１回のみ） 

 

＜綾部市内の実施医療機関一覧＞        
あ ら か じ め 医 療 機 関 に 連 絡 を 入 れ 、 予 約 さ れ る こ と を お 勧 め し ま す 。 
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＜問い合わせ＞
保健推進課
電　　話0773(42)0111
ファクス0773(42)5488
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